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社会福祉法人 妙高市社会福祉協議会 臨時職員募集要項 

（令和８年４月１日付け採用） 

 

１．募集職種と人数 

  ・事務局長 １名 

 

２．業務の内容 

  ・社会福祉協議会の経営及び事業運営の総括管理 

  ・地域福祉推進のための関係機関及び団体等との連携・調整 

 

３．受験資格（次の①～⑦のいずれの条件も満たしている人） 

   ①人格円満で社会的信望を有している人 

   ②福祉に関して深い理解と関心を持ち、その職務を行うに必要な熱意を有する人 

   ③法人等において管理職の経験を有し、管理能力及び実務処理能力を有している人 

   ④パソコンの基本操作ができる人（Word・Excel・インターネット検索等） 

   ⑤高等学校以上を卒業している人 

   ⑥普通自動車運転免許を有する人 

   ⑦年齢は６４歳までの人（６５歳定年のため） 

 

４．欠格事項 

  次のいずれかの欠格事由等に該当する人は、受験できません。 

   ①成年被後見人及び被保佐人 

   ②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

 ③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

５．試験の日時・場所及び内容 

  （１）試験の日時 令和８年３月１４日（土）午前１０時 

  （２）試験の場所 まちなか交流プラザ １階 ボランティアルーム 

           （妙高市朝日町１丁目１０番３号） 

  （３）試験の種目 面接試験（個別面接） 

 

６．受験手続 

  （１）受験申込提出書類（郵送でも可） 

     ・受験申込書及び別紙履歴書 

      ※所定の様式は、妙高市社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。 

     ・運転免許書の写し 
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  （２）受験申込受付期間 

     令和８年２月９日（月）～令和８年３月２日（月） 

     （土・日・祝日を除く８時３０分～１７時３０分 郵送の場合は３月２日必着） 

  （３）受験申込場所 

     社会福祉法人妙高市社会福祉協議会 

     法人本部（妙高市朝日町１丁目１０番３号 まちなか交流プラザ１階） 

  （４）受験決定通知 

     受験申込者に対し受験票と試験案内を郵送し、受験決定通知とします。 

  

７．試験結果 

  令和８年３月１９日（木）までに、全受験者に通知します。 

 

８．採用予定日 

  令和８年４月１日です。 

 

９．雇用期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（更新可能） 

 

10．身分、賃金、勤務条件等 

  ①身分 臨時職員 

  ②賃金等 

賃 金 月額 ２００，０００円 

   手当等 期末手当（年０．８カ月）、通勤手当、退職手当、社会保険・雇用保険に加入 

  ③勤務条件等について 

     ・勤務時間は、午前８時３０分から午後５時３０分まで（原則）です。 

     ・休日は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（原則）です。 

       ・年次有給休暇は、年間２０日間（ただし、４月１日付け採用者は、採用年のみ１５日）

で、未使用日数については２０日を限度に繰り越すことができます。 

 

11．問い合わせ 

  社会福祉法人妙高市社会福祉協議会 法人本部 担当：尾﨑事務局長代理 

   〒９４４－００４３ 妙高市朝日町１丁目１０番３号 

   電話：０２５５－７２－７６６０  

ファックス：０２５５－７０－１３４５ 

   ホームページアドレス：http://myoko-syakyo.jp/ 

    

    


